
 

主催 一般社団法人静岡県ビルメンテナンス協会 

 

１.趣 旨 
本研修は、｢建築物における衛生的環境の確保に関する法律(以下 建築物衛生法)｣における建築物清掃

業及(１号登録)び建築物環境衛生総合管理業(８号登録)の登録要件として定められた｢清掃作業従事者研

修」として、建築物衛生法施行規則第 25条第 3号ロに定める、厚生労働大臣の登録を受けた一般社団

法人静岡県ビルメンテナンス協会が開催するものです。 

２.開 催 日 時：令和７年２月 25日（火） ９時 30分～17時 30分 

（受付は９時 20分より） 

３.開 催 場 所：静岡市産学交流センター（ペガサート）６階プレゼンテーションルーム 

（静岡市葵区御幸町 3番地の 21） 

４.研 修 内 容： 

（予定） 

 

 

 

 

 

 

 

５.定 員：65名 

６.受 講 料：6,600円(消費税込) 

７.テキスト代：静岡県協会会員：1,320円、非会員：1,650円(消費税込) 

テキスト：「清掃作業従事者研修用テキスト」(2022年 10月 31日 第 1版発行) 

※本テキストをお持ちでない方は、ご購入願います。 

８.昼 食 代：1,000円(消費税込) 

９.受 講 資 格：建築物衛生法第１２条の２第１項第１号及び同第８号の登録を受けている事業所及び

受けようとする事業所の従事者 

10.申 込 方 法：別紙の受講申込書に必要事項をご記入の上、受講料及びテキスト代・昼食代（希望す

る場合のみ）の振込票等を添付してＦＡＸして下さい。なお、お振り込み手数料はご

負担下さい。原則としてお振り込みいただいた受講料は返還いたしません。 

<振込先> 

 

 

 

<申込先> 一般社団法人静岡県ビルメンテナンス協会 

〒420-0036静岡市葵区駿河町４－１４ 

TEL:054-205-8880 FAX:054-205-8887 
※定員を超えて申し込みがあった場合は、受講をお断りさせていただきます。なお、その場合、

お振り込みいただいた受講料等は、返金いたします。 

11.締 切：令和７年２月 10日(月) 

12.受 講 票：後日、受講者あてに受講票・会場案内図を送付いたします。 

13.修 了 証 書：研修終了後に、本研修課程を修了した方に修了証書を交付いたします。 

14.そ の 他：発熱や咳など、体調がすぐれない方は、受講をご遠慮願います。 

 

問合せ先：（一社）静岡県ビルメンテナンス協会事務局 ＴＥＬ０５４－２０５－８８８０ 

研修科目名 研修時間 

1.建築物衛生法、作業従事者の責務と任務 ６０分 

2.清掃の基本作業（機械・器具の使い方） ６０分 

3.洗剤と床維持剤、建築物内廃棄物処理 ６０分 

4.安全と衛生 ６０分 

5.建築物の機能と品質管理、建築物の仕上げ材 ６０分 

6.清掃の応用作業（場所別） ６０分 

7.最新の資機材、技術の動向 ６０分 

令和６年度 清掃作業従事者研修開催のご案内 

振込銀行：静岡銀行伝馬町支店 

口座番号：普通預金 ０１４２５４６ 

名  義：一般社団法人静岡県ビルメンテナンス協会 


